
 

 

地域密着型介護老人福祉施設 花友はなせ 重要事項説明書 

       ＜空床利用型（介護予防）短期入所生活介護＞ 

当事業所は京都市長の指定を受けた介護保険法指定短期入所生活介護事業所、指定介護予防短期入所生

活介護事業所です。（指定事業者番号：京都市 第２６７０６０１２８１号） 

当事業所は、ご利用者に対して指定短期入所生活介護サービス・指定介護予防短期入所生活介護サービ 

スを提供します。当施設の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご不明な点がございましたらお尋 

ね下さい。 

 

１．当事業所が提供するサービスについての相談窓口 

    電話  （０７５）７０５－５００５ （午前８：３０～午後５：３０） 

    担当  生活相談員 溝畠 一輝・永井 克哉・今口 華子 

 

２．事業者 

（１）法人名       社会福祉法人 市原寮 

（２）所在地       京都市左京区静市市原町１２７８番地 

（３）電話番号      （０７５）７４１－２１０２ 

（４）代表者名      理事長  森 京子 

   

３．施設の概要 

（１）事業所の種類    指定短期入所生活介護事業所（空床利用型） 

             指定予防介護短期入所生活介護事業所（空床利用型） 

（２）事業の目的     当事業所は、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むこと

ができるよう、自立支援の観点に立った効果的、効率的な目標指向型のサ

ービスを目的とします。また要介護状態等となった場合において、その有

する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、

食事等の介護、その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことによ

り、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的

負担の軽減を図ることに資することを目的とします。 

（３）事業所の名称    地域密着型介護老人福祉施設 花友はなせ 

（４）事業所の所在地   京都市左京区花背別所町８７８番地 

（５）電話番号      （０７５）７０５－５００５／ＦＡＸ（０７５）７０５－５０５０ 

（６）管理者       長伊 温子 

（７）開設年月日     平成２９年１１月１日 

（８）介護保険指定番号  指定京都市 ９０６０００２４号 （地域密着型介護老人福祉施設） 

             指定京都市 ７０６０１２８１号 （空床利用型短期入所生活介護） 

（９）事業所指定有効期間 令和５年１１月１日から令和１１年１０月３１日まで 

（１０）第三者評価    受診日 ：令和７年１０月２日  

評価機関：特定非営利活動法人 カロア 

評価結果：事業所に掲示 



 

 

（１１）事業の運営方針 

１．常に懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等につ

いて、理解をしやすいように説明を行い、提供するサービスについてあらかじめ同意を得る

ものとします。 

２．利用者の心身の状況により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又

は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に居宅において

日常生活を営むのに支障がある者を対象に、サービスの提供を開始します。 

３．介護予防短期入所生活介護サービス、短期入所生活介護サービスの提供は、保健医療サービ

ス提供者及び福祉サービス提供者と綿密に連携して、利用者が介護予防短期入所生活介護、

短期入所生活介護の提供の開始前から終了までの間、保健医療サービス及び福祉サービス

ができるようにいたします。 

４．利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、認知症の状況等、利用者の心身の

状況を踏まえて、日常生活に必要な援助を適切に行います。 

５．利用者に対し、生命又は身体を保護するためやむを得ない場合を除き、身体的拘束その他行

動を制限する行為を行いません。 

６．介護予防短期入所生活介護、短期入所生活介護の提供において、自らその提供する短期入所

生活介護の質の評価を行い、常にその改善に努めます。なお、介護支援の課題分析には包括

的自立支援プログラム等を用います。 

７．常に衛生管理に留意し、施設及び使用するものの清潔を保ち、定期的に消毒を実施します。 

８．利用者又はその家族等から相談を受けた事項について秘密を守ります。 

（１２）事業所の通常の実施地域 

    原則、左京区及び北区内とします。（但し、北大路通より以北、千本通より以東） 

１．通常の事業の実施地域外からの利用申請者については、居宅介護支援事業所と連携を図り、

利用申請者に不利益が生じないように対応する。また、通常の事業の実施地域外から利用申

請者で送迎を希望される場合は、別途送迎費用を徴収します。 

（１３）営業日及び営業時間 

     当事業所の営業日及び営業時間は、社会福祉法人市原寮就業規則等に準じて次の通り定めま 

す。 

① 営業日は毎日とします。ただし庶務・会計経理業務等は、土曜日、日曜日、祝日、１２月

２９日、３０日、３１日、１月１日、１月２日、１月３日は休日とします。 

② 受付時間は、午前 8 時 30 分から午後 5 時 30 分までとします。 

（１４）利用定員 

利用定員は５名とします。 

 

４．本体施設との連携 

   当事業所は、本体施設である介護老人福祉施設 花友いちはら（以下「本体施設」とする。）と

密接な連携を行い、支援を受けるものとします。 

 

 

 

 



 

 

５．職員の配置状況 

当施設の職員配置については下記の通りとし介護・看護職員３：１の指定基準を充たしていま

す。 

（１） 施設長（管理者） 常勤１名 

（２） 医師 １名以上 

（３） 看護職員 常勤換算方法で１名以上 

（４） 介護職員及び看護職員 常勤換算方法で合計７名以上 

（介護職員及び看護職員については、常勤を各１人以上配置する。） 

（５） 生活相談員 常勤換算方法で１名以上 

（６） 管理栄養士 １名以上 

（７） 介護支援専門員 常勤１名以上 

（８） 事務員 １名以上 

 

６．課題等の把握 

利用者の生活全般の問題点を明らかにし、解決すべき課題を把握するため、包括的自立支援プログ

ラム等を使用します。 

 

７．サービス計画書 

（１）介護予防短期入所生活計画書及び短期入所生活介護計画書（以下「計画書」という）を作成す

るために利用者の心身の状況、希望及びその置かれている状況並びに家族等の介護者の状況

を十分に把握し、当該目標を達成するための具体的なサービス内容を記載した利用者それぞ

れに応じた計画書を作成します。計画書は利用者又はその家族にその内容等について説明し

交付します。なお、利用者についてすでに介護予防居宅サービス計画および居宅介護サービス

計画が作成されている場合は、その計画に沿った計画書を作成します。 

（２）計画書に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行う。 

 

８．サービス担当者会議 

（１）介護予防短期入所生活計画書及び短期入所生活介護計画書（以下「計画書」という） 

原案を作成するため、生活相談員、介護職員、その他関係職員よるサービス担当者会議を 

実施し、次のことを協議します。 

① 計画書の作成にあたって、介護予防居宅サービス計画および居宅介護サービス計画の当該計

画書の内容に沿った、サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービス援助内

容及び、利用者の心身の状況・希望・生活環境を踏まえ援助する上で注意すべきこと。 

② 会議は、計画作成担当者が主幹します。 

 

９．短期入所生活介護支援記録 

（１）介護予防短期入所生活介護、短期入所生活介護を提供したときは、提供日、内容及び利用者に

代わって支払いを受ける介護報酬の額等を所定の書式に記録します。 

（２）介護予防短期入所生活介護事業、短期入所生活介護事業を行う上で必要なことを記録するため

にケース記録及び利用者負担金収納簿等を整備し、その完結の日から５年間保存します。 

 



 

 

１０．サービスの概要 

サービス方法及び内容は次の通りです。 

（１）利用者の人格に十分配慮し、在宅生活へ復帰することを念頭において介護を行なう。 

      また、利用者の家庭環境を踏まえて身体機能の維持・向上が図られるよう適切な介護サービ

スを提供します。 

（２）介護予防については、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、自

立支援に向けた支援を行います。 

（３）介護については、利用者に負担を求めることなく、常時１人以上の職員によって、次の介助

を行います。 

１．利用者に１週間に２回以上、適切な方法により、入浴又は清拭をします。 

２．利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排泄の自立について援助します。 

３．おむつを利用せざるを得ない利用者には、適切におむつ交換します。 

４．利用者に対し、離床、着替え、整容等の日常用生活上の援助を行ないます。 

（４）食事の提供にあたっては、栄養状態を定期的に把握し、栄養状態に応じた栄養管理を行うよ

う努めるとともに摂食、嚥下機能その他の身体状況や、食形態、嗜好等にも配慮した適切な

栄養量及び内容で提供します。 

（５）医師又は看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のため、適切

な処置を行う。 

（６）常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家

族に対し、その相談に応じ、必要な助言その他の援助を行います。 

（７）教養娯楽等の設備を整え、適宜利用者のためのレクリエーション行事を行います。 

（８）常に利用者の家族との連携を図るよう努めます。 

（９）利用者が独自で入退所できない場合の送迎を行います。 

（１０）利用者が選択する慰安娯楽等を提供します。 

（１１）利用者が選択する介護用品、日用品を提供又は貸与します。 

 

１１．身体拘束廃止 

   身体拘束廃止について次の通り行います。 

（１）当事業所は、利用者の意思および人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない

場合以外原則として利用者に対して身体拘束、その他利用者の行動を制限する行為は行い

ません。 

（２）利用者の生命、又は身体を保護する為、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、利用者本人

や家族に説明し、書面にて同意を得て実施するとともに、その様態及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。 

 

１２．利用料 

利用料及びその他の費用は、次の通り定めます。 

（１）介護保険サービスの本人負担分の支払いを負担額とします。（負担割合については負担割合

証等にて確認します）その他の介護給付費の請求、受領につきましては、法定代理受領によ

り、当事業所に権限を委任していただきます。 

（２）食費は食材費、調理費用相当分の額とします。 



 

 

（３）法令で定める居住費。 

（４）通常の実施値域以外の送迎の交通費は別表の通りとします。 

（５）利用者が希望する介護用品、日用品類はそれに表示された額をいただきます。 

（６）以上の他、費用の徴収が生ずる場合は、職員が説明し、同意を得ることとします。 

（７）支払方法は、窓口にて都度払い及び、一括払い、その他の金融機関からの一括引き落としと

します。お支払頂きますと領収書を発行します。 

（８）利用料の負担軽減 

京都市社会福祉法人利用者負担軽減制度 

当施設では、京都市からの助成を受けて利用者の負担金（介護費・食費・居住費）の一部を

減免する制度を実施しています。 

○対象者 

① 年間収入が単身世帯で１５０万円（世帯員１人増えるごとに５０万円加算）以下 

② 預金等が単身世帯で３５０万円（世帯員１人増えるごとに１００万円加算）以下 

③ 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと 

④ 負担能力のある親族などに扶養されていないこと 

⑤ 介護保険料を滞納していないこと 

以上の要件をすべて満たす者であって、市民税世帯非課税のうち、その者の収入・世帯状

況・利用料負担を総合的に勘案し、特に生計が困難な者として市町村が認めた者とします。 

 

◎介護保険対象（介護サービス費） 

サービス略称（介護予防） 利用者負担額（１割） 利用者負担額（２割） 利用者負担額（３割） 

併設型ユニット型介護予防短期

入所生活介護費（Ⅰ）・１【要

支援１：５２９単位】 

５５２円 １，１０５円 １，６５８円 

併設型ユニット型介護予防短期

入所生活介護費（Ⅰ）・２

【要支援２：６５６単位】 

６８５円 １，３７１円 ２，０５６円 

サービス略称 利用者負担額（１割） 利用者負担額（２割） 利用者負担額（３割） 

併ユ短期生活（Ⅰ）・１ 

【要介護１：７０４単位】 
７３５円 １，４７１円 ２，２０７円 

併ユ短期生活（Ⅰ）・２ 

【要介護２：７７２単位】 
８０６円 １，６１３円 ２，４２０円 

併ユ短期生活（Ⅰ）・３ 

【要介護３：８４７単位】 
８８５円 １，７７０円 ２，６５５円 

併ユ短期生活（Ⅰ）・４ 

【要介護４：９１８単位】 
９５９円 １，９１８円 ２，８７７円 

併ユ短期生活（Ⅰ）・５ 

【要介護５：９８７単位】 
１，０３１円 ２，０６２円 ３，０９４円 

 

◎介護保険対象（共通・加算） 

サービス略称（介護予

防） 
利用者負担額（１割） 利用者負担額（２割） 利用者負担額（３割） 

若年性認知症利用者受入

加算【１２０単位】 
１２５円 ２５０円 ３７６円 



 

 

短期入所生活介護送迎加 

算（片道）【１８４単位】 
１９２円 ３８４円 ５７６円 

看護体制加算Ⅰ 

【４単位】 
４円 ８円 １２円 

生産性向上推進体制加算

Ⅱ【１０単位】 
１０円 ２０円 ３１円 

緊急短期入所受入加算 

【９０単位】 
９４円 １８８円 ２８２円 

サービス提供体制強化加

算（Ⅲ）【６単位】 
７円 １３円 １９円 

夜勤職員配置加算 

【１８単位】 
１８円 ３７円 ５６円 

介護職員等処遇改善加算（Ⅱロ） 【１ヶ月あたりの総単位数に１７．２％を乗じた単位数】 

※ サービス提供体制強化加算（Ⅲ）イは、介護職員の内、介護福祉士が 50％以上配置している 

ことによる加算です。 

※ 緊急短期入所受入加算は、利用者の状態や家族等の事情により緊急に短期入所生活介護を受

けることが必要となった場合に入所日から7日間算定します。（家族の疾病等やむを得ない

事情がある場合は14日間算定します） 

 

保険外の実費負担金 

①食費 

入居者負担段階  

【第１段階】 

市民税世帯非課税であり老人福祉年金受給者や生活保護受給者等 
３００円／日 

【第２段階】 

市民税世帯非課税であり合計所得金額と 

課税年金収入額が合計で８０万円以下の者等 

６００円／日 

【第３段階】① 

 市民税世帯非課税であり合計所得金額と 

課税年金収入額が合計で８０万円以上 

１２０万円以下の者等 

１，０００円／日 

令和 8年 8月から 

１，０３０円／日 

【第３段階】② 

 市民税世帯非課税であり合計所得金額と課税 

年金収入額が合計で１２０万円以上の者等 

１，３００円/日 

令和 8年 8月から 

１，３６０円／日 

【第４段階】 

上記に該当されない者 
１，６００円／日 

※ 食費の内訳 朝食（２００円）昼食（７００円）夕食（７００円） 

 

②居住費 

入居者負担段階  

【第１段階】 

市民税世帯非課税であり老人福祉年金受給者や生活保護受給者等 
８８０円／日 

【第２段階】 

市民税世帯非課税であり合計所得金額と 

課税年金収入額が合計で８０万円以下の者等 

８８０円／日 



 

 

【第３段階】① 

 市民税世帯非課税であり合計所得金額と 

課税年金収入額が合計で８０万円以上 

１２０万円以下の者等 

１，３７０円／日 

【第３段階】② 

 市民税世帯非課税であり合計所得金額と 

課税年金収入額が合計で１２０万円以上 

の者等 

１，３７０円／日 

令和 8年 8月から 

１，４７０円／日 

【第４段階】 

上記に該当されない者 
２，２００円／日 

 

③その他 

項目 単価（円） 備考 

おやつ代 １日 １００ 希望により提供するおやつ代 

電気器具使用料 １日 ５０（２機種まで） １機種増えるごとに５０円プラス 

送迎費 片道 １，０００ 通常実施地域以外 

理美容代 実費  

クラブ費 実費  

 

１３．留意事項 

   利用者又はその家族は、次のことを守って下さい。 

（１）利用者の健康状態について、「主治医」による所定の診断書を提出して下さい。 

（２）利用者は、心身の状況について、看護職員に説明し、その後の指示を受けて下さい。 

（３）利用者が感染症疾患の場合は、医師診断のもと、利用を一時お断りすることがあります。 

（４）皮膚疾患等の治療のための薬品等を使用している場合は、それを持参して下さい。 

（５）利用者は、自立した日常生活ができるように予防に努め、身体の機能の維持向上のために努力し

て下さい。 

（６）利用者の家族は、利用者が利用期間を終了した場合に居宅に帰れないことの生じないようにして

下さい。 

（７）利用者は、被保険者証に変更がある場合や届け出の住所等に変更が生じた場合は申し出て下さ

い。 

（８）利用料を 3 か月以上滞納した場合は、支払いが完了するまで利用を中止する場合があります。 

 

１４．緊急時及び事故発生時等の対応 

（１）利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該

利用者に係る居宅介護支援事業所等に連絡を行うとともに、必要な措置を行います。 

（２）職員は、利用者が当事業所で心身の状態が急変し、呼吸困難等の状態になった場合は、次の通り

対応します。 

１．医師及び看護職員が利用者の心身状態を把握し、救急通報を行います。 

２．救急車が到着した場合は、看護職員又は介護職員は利用者に同伴し、協力医療機関等に赴き

ます。 



 

 

３．利用者の家族に緊急対応の状況を速やかに報告します。 

（３）利用者が当事業所から行方不明となった場合は、次の通り対応します。 

１．管理者の指示のもと警察署、交番に利用者の特徴、写真等の情報提供し、捜索を依頼します。 

２．家族に速やかに連絡します。 

３．館内に利用者の行方不明の事態を連絡し、捜索の協力を要請します。 

４．職員は利用者を捜索します。 

（４）送迎に当たる職員は、利用者の送迎中に事故等に遭遇した場合は、次の通り対応します。 

１．利用者の心身の状態を把握し、傷害等を負っている場合は応急手当をし、１１９番救急通報

を行います。 

２．警察署に通報すべき事故等の場合は、１１０番通報を行います。 

３．消防署救急隊、警察署への通報後速やかに花友はなせ事務室にその状況を報告するととも

に、管理者の指示を得ます。なお管理者不在の場合は事務室の指示を得ます。 

４．消防署救急隊、警察署への通報が困難な場合は、まず花友はなせ事務室にその状況を報告 

します。 

５．その他事故発生時の対応等について、社会福祉法人市原寮事故対策指針に基づき対応する。

事故防止のための職員研修を定期的に行い事故再発防止に取り組みます。 

 

１５．非常災害対策 

 消防法施行規則第３条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に基づきまた、

消防法第８条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行う。 

 （１）防火管理者及び火元責任者は、任命した職員を充てる。 

 （２）非常災害用の設備点検は、契約保守業者に依頼する。点検の際は、防火管理者が立ち会う。 

（３）非常災害設備は、常に有効に保持するように努める。 

（４）火災の発生や地震が発生した場合は、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を編成し任務 

の遂行に当たる。 

 （５）防火管理者は、従業員に対して防火教育、消防訓練を実施する。 

①  防火教育及び基本訓練（消火・通報・避難）･･･年２回以上 

（うち１回は夜間を想定した訓練を行う） 

②  利用者を含めた総合避難訓練･････････････････年１回以上 

③  非常災害用設備の使用方法の徹底･････････････随時 

 （６）その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとる。 

 （７）災害による被害が生じた場合は、できる限り速やかに行政等関係機関に連絡を行なう。 

 

１６．賠償責任 

    介護支援等により利用者に損害を与えた場合で、当事業所に責任がある場合は速やかに賠償し 

    ます。  

 

１７．被害請求 

     利用者が故意又は過失により当施設の建物、設備及び備品等を破損した場合は、その被害の弁

済を求めることがあります。 

 



 

 

１８．苦情解決 

     サービスに対する苦情やご意見、利用料のお支払いや手続きなどサービス利用に関するご相談 

は以下の窓口で受け付けます。 

 

 

 

 

 

苦情解決責任者 地域密着型介護老人福祉施設 花友はなせ施設長 長伊 温子 

苦情受付窓口① 

地域密着型介護老人福祉施設 花友はなせ 

担当者 生活相談員 

TEL（０７５）７０５-５００５／FAX（０７５）７０５－５０５０ 

受付時間：月～金曜日 ８：３０～１７：３０ 

苦情受付窓口② 

本体施設でも、サービスに対する苦情や意見を受け付ける。 

 

介護老人福祉施設 花友いちはら 

担当者 生活相談員 

TEL（０７５）７０５-６０３０／FAX（０７５）７０５-６０３３ 

受付時間：月～金曜日 ９：００～１８：００ 

第三者委員 

本事業所では第三者委員を選任し、地域住民の立場から本事業所のサービスに 

対する意見を聴取する。利用者は本事業所への苦情や意見を「第三者委員」に 

相談することも出来る。 

氏  名： 藤井 順一   

受付時間： 水曜日 ９：００～１２：００ 

電話番号： （０７５）７４６－０３０１ 

 

氏  名： 福本 隆治 

受付時間： 月曜日 ９：００～１２：００ 

電話番号： （０７５）７４１―２６４８ 

ご意見箱 玄関に設置 

行政区 
左京区役所保健福祉センター健康長寿推進課 TEL （０７５）７０２-１２１９ 

北区役所保健福祉センター健康長寿推進課  TEL （０７５）４３２-１４３８ 

その他 

京都府国民健康保険団体連合会の苦情相談窓口 TEL（０７５）３５４-９０９０ 

京都府社協 福祉サービス運営適正化委員会  TEL（０７５）２５２-２１５２ 

他の都道府県においてはお住まいの地域の介護保険担当窓口 

行政区 

○受付時間 

・月～金曜日  

・8:30～17:00 

左京区役所保健福祉センター健康長寿推進課 TEL （０７５）７０２-１２１９ 

北区役所保健福祉センター健康長寿推進課  TEL （０７５）４３２-１４３８ 

上京区役所保健福祉センター健康長寿推進課  TEL（０７５）４４１-２８７２ 

中京区役所保健福祉センター健康長寿推進課 TEL（０７５）８１２-２５４４ 

東山区役所保健福祉センター健康長寿推進課 TEL（０７５）５６１-９１２８ 



 

 

 

１９．秘密保持  

     当事業所の従業者は、正当な理由がなく、業務上知り得た利用者等の秘密が漏れないよう厳格 

    に取り扱い、秘密を守ります。又、当事業所は、従業者であった者が正当な理由がなく、その 

業務上知り得た利用者等の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じます。 

 

２０．個人情報の保護 

事業所は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生 

労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダン 

ス」を遵守し適切に取り扱います。また事業所が取り扱う利用者及び家族等の個人情報につい 

ては、介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、サービス担当者会議 

等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族等の個人情報を 

用いる場合は当該家族等の同意をあらかじめ文書により得るものとします。 

 

２１．空床利用 

    地域密着型介護老人福祉施設花友はなせにて入院または退所における空きベッドを使用しま

す。 

 

２２. 見守り支援機器 

   当施設で使用する見守り支援機器「眠りスキャン」は、ベッドマットの下に設置したセンサー 

が、入居者の起床、離床、呼吸異常等の状態を検知し、 職員に通知するシステムです。 

・新規利用された方、看取り期、サービス担当者会議等で必要性を判断された方に使用します。 

・入居者のプライバシーに配慮することはもとより、収集したデータ等は他の規程を遵守して使 

用いたします。 映像はありません。 

・システムを使用しても転倒・転落を防止する事は出来ません。 

 

２３．その他 

     利用者又はその家族が、次のいずれかに該当する場合は、管轄する市区町村へ通知します。 

（１）偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとした場合 

（２）介護等のサービスにより利用者に事故が発生した場合 

（３）正当な理由なしに指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められる

場合 

 

下京区役所保健福祉センター健康長寿推進課 TEL（０７５）３７１-７２９２ 

山科区役所保健福祉センター健康長寿推進課 TEL（０７５）５９２-３２２２ 

右京区役所保健福祉センター健康長寿推進課 TEL（０７５）８６１-２１７７ 

西京区役所保健福祉センター健康長寿推進課 TEL（０７５）３８１-７６４３ 

南区役所保健福祉センター健康長寿推進課  TEL（０７５）６８１-３５７３ 

伏見区役所保健福祉センター健康長寿推進課 TEL（０７５）６１１-１１６２ 



 

 

 

 

地域密着型介護老人福祉施設 花友はなせ 重要事項説明書の同意書 

   ＜空床利用型（介護予防）短期入所生活介護＞ 

 

 

指定介護福祉施設サービスの提供開始に際し、本書面に基づき、重要事項の説明を行いま

した。 

     説明年月日 令和   年   月   日 

 事 業 者    

  （ 住    所 ） 京都市左京区花背別所町８７８番地  

  （ 事 業 所 名 ） 
地域密着型介護老人福祉施設 花友はなせ

空床利用（介護予防）短期入所生活介護 
 

  （ 管 理 者 ） 施設長 長伊 温子  

  （介護保険指定番号） ７０６０１２８１  

 説 明 者    

  （ 職   名 ） 生活相談員  

  （ 氏  名 ）  ○印  

 

 私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定介護福祉施設サービスの

提供並びに個人情報の取扱いについて同意・交付を受けました。 

  

    令和   年   月   日 

 利 用 者    

 ( 契 約 者 ) （ 住   所 ）   

  （ 氏  名 ）  ○印  

 署名代行者    

  （ 住  所 ）   

  （ 氏  名 ）  ○印  

  （ 契約者との関係                              ） 

 

 「重要事項説明書の同意書」に双方が署名・捺印し、各自が「重要事項説明書の同意書」

を保持します。 

 


